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水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書について 

 

 

 
水田活用の直接支払交付金の見直しに関して，別紙のとおり意見書案を提出する。 
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水田活用の直接支払交付金の見直しに関する意見書 

 

昨年１１月末に農林水産省が示した「水田活用の直接支払交付金の見直し」をめぐ

っては，生産現場に大きな混乱が生じている。 

北海道では国の減反政策の下で主食用米からの作付け転換に協力してきた経過が

あり，既に長年水稲を作付けしていない農地も数多く存在するため，当該見直しは各

生産現場に甚大な影響を及ぼすおそれがある。 

また，今後５年間の中で地域が将来あるべき姿を市町村内で議論していく必要があ

るが，その過程で生じた課題等については，生産現場の実態を考慮した対応を図る必

要がある。 

よって，政府においては，農業者が安心して営農を継続できるよう，次の措置を講

じることを強く求める。 

 

１ 当該交付金については，食料自給率の向上や特色ある産地形成などに寄与してい

ることから，今後も必要な予算を確保すること。 

 

２ 地域によっては，振興作物や農業用水の供給量，基盤整備の進捗状況などが大き

く異なることから，生産現場の実態を考慮したきめ細かな対応を図ること。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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